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２０２１年度中央社保協第１２回運営委員会  
 

２０２２年７月１３日（水）１３時半～ 

 オンライン会議 

 

【出席確認】 

○代表委員 

  住江（保団連）山田（民医連）前田（全労連）鎌倉（医労連） 

窪田（東京） 安達 (大阪) 

○運営委員 

 白沢〈山崎〉（障全協） 日野（新婦人） 中山〈宇野〉（全商連） 

 西野（全生連） 藤原（農民連） 民谷（福祉保育労） 村田（全教） 

   （建交労） 高山（年金者組合） 五十嵐（医労連） 

 上所（保団連） 梅津（共産党） 大門（国公労連） 

 小泉（自治労連）山之内（医療福祉生協連） 久保田（民医連） 

 

沢野（北海道） 高橋（宮城） 川嶋（埼玉） 藤田（千葉） 

窪田（東京） 根本（神奈川） 藤牧(石川) 小松（愛知） 

寺内（大阪） 楠藤（徳島） 西村(福岡)  

 

○事務局  

山口、是枝（事務局）、名嘉（保団連）、山本（民医連）、 

寺園（全労連）、林（医労連） 

 

 
＜報告事項＞  
６月  １日（水） 中央社保協運営委員会 
          介護・障害者部会 
    ２日（木） 保団連国会行動 ７５歳二倍化中止署名提出 
    ３日（金） 事務局会計打合せ 
    ６日（月） 北信越ブロック会議 
    ７日（火） 北海道・東北ブロック会議 
          社保誌夏号校正 
    ８日（水） 定例国会行動 
          埼玉土建幹部講座 
    ９日（木） ７５歳二倍化中止打ち合わせ 
   １０日（金） 税研集会実行委員会 
   １２日（日） さいたま市社保協総会 
   １３日（月） 全労連社保闘争本部 
          ７５歳二倍化中止緊急決起集会 
   １４日（火） 巣鴨宣伝 
          滞納処分対先会議総会 
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   １５日（水） 中国ブロック会議 
   １６日（木） 九州ブロック会議 
          全水道会館準備打ち合わせ 
   １７日（金） 社会保障誌夏号再校 
   １８日（土） ２５条を守り活かそう学習集会 
   ２１日（火） 全労連打ち合わせ 
   ２２日（水） 参議院選挙告示 
          滞納処分対策会議事務局会議 
   ２３日（木） 社会保障誌夏号責了 
   ２４日（金） いのちくらし社会保障立て直せ行動総括会議 
          東海ブロック会議 
   ２５日（土） いのちのとりで裁判全国アクション総会 
          医療研究集会 
   ２７日（月） 全生連打ち合わせ 
   ２８日（火） 次長会議 
   ２９日（水） 第１１回代表委員会 
   ３０日（木） 日本高齢者大会実行委員会要請 
７月  １日（金） 国民大運動実行委員会打ち合わせ 
          四国ブロック会議 
    ２日（土） 日本医労連社会保障対策学習集会 
    ４日（月） 事務局会議 
    ５日（火） 関東甲ブロック会議 
    ６日（水） 国保部会 
          第４９回中央社保学校チラシ発送 
   １０日（日） 参議院選挙投票日 
   １１日（月） 全国介護学習交流集会団体要請 
   １２日（火） 地域医療を守る運動交流集会実行委員会 
          社会保障誌２０２２冬号編集委員会 
   １３日（水） 介護・障害者部会 
          第１２回運営委員会 
          いのち集会実行委員会 
 
 
 （これからの取り組み） 
   １４日（木） 社会保障拡充「４」の日巣鴨宣伝 
          会計監査 
          大運動実行委員会懇談 
   １５日（金） いのち暮らし税研集会実行委員会 
１９日（火）～２１日（木） 日本医労連大会 
   ２５日（月） ２５日宣伝（７５歳二倍化阻止） 
   ２６日（火） 滞納処分対策全国会議事務局会議 
   ２７日（水） 第４９回中央社保学校現地実行委員会 

2



3 
 

          ７５歳窓口負担２倍化阻止打ち合わせ会議 
          全労連大会（～２９日）    

２９日（金） 代表委員会 
 ８月 ３日（水） 第６６回全国総会 
 
◆情勢の特徴 

（１）参議院選挙結果について（東京新聞） 

 第２６回参議院選挙は、自民党は改選５５議席を上回り、単独で改選過半数

の６３議席となりました。野党は日本維新の会が改選議席から倍増、立民、国

民、共産は改選議席を維持できませんでした。 

全国３２の改選 1人区は、自民党が２８勝。野党系は、青森選挙区の田名部

匡代氏（立民）、山形選挙区の舟山康江氏（国民）、長野選挙区の杉尾秀哉氏

（立民）、沖縄選挙区の伊波洋一氏（無所属）がそれぞれ議席を守りました。 

また、自民党など憲法改正論議に前向きな「改憲勢力」は９５議席（自民６

３、公明１３、維新１２、国民５、無所属２）となり、非改選を合わせて１７

９議席と、国会発議に必要な総議員の３分の２の１６６を上回りました。 

全国の投票率は、選挙区が５２．０５％で過去４番目の低さでした。 

出口調査によると、特定の支持政党を持たない無党派層の比例代表の投票先

は、自民が２６．０％でトップ、維新が１６．９％で２番目、立民は１４.

１％にとどまり２０２１年衆院選の首位から３番目に。 

東京選挙区は５６．５５％で、６議席を与党と野党で３議席ずつとなり、野

党は、共産、立民、れいわと政権に対峙する政党が議席を勝ち取りました。出

口調査では、無党派層の投票行動一位が共産党の山添候補になるなど、物価高

などの政府の対応に不満を持つ層の意向が野党へ反映されたと考えられます。 

 

（２）新型コロナ政府有識者会議 

 ６月１５日に、政府は、新型コロナに対するこれまでの対応を検証する「有識

者会議」の報告書をまとめました。 

報告書は、参議院選挙を控えて１か月程度で作成され、「検証は極めて不十分」

「名ばかり検証」等の声も出ています。 

政府は「報告」を受けて、１７日にコロナ新対策を決定しましたが、医療逼迫

を招いた急性期病床の削減、医師・看護師などの不足、保健所削減などのもっと

も重要な政策の転換はふれていません。 

 

（資料・メディファックス記事） 

かかりつけ医療機関、「危機時の役割明確化を」コロナ有識者会議  2022 年 6月 16 日 
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 政府の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議（座長＝永井良三・自治医科大

学長）は 15 日、これまでの議論を取りまとめ、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を

整理した。外来や訪問診療などのかかりつけ医機能を担う医療機関については、各地域で平

時から感染症危機時の役割分担を明確化する必要性を明記。有事には、「国民が必要とする

場面で確実に外来医療や訪問診療等を受診できるよう、法的対応を含めた仕組みづくりが

必要だ」と提言した。 

 有識者会議は、今般の新型コロナ感染症への対応について「外来医療や訪問診療の領域で

も、各地域で個々の医療機関が果たすべき役割が具体化されておらず、かかりつけの医療機

関が組織的に関わる仕組みもなく、現場は感染症危機発生後に要請に基づいて対応せざる

を得なかった」と検証した。平時の電話やオンラインによる診療・処方についても、十分に

推進されていなかったため、自宅療養者への医療や発熱外来等の体制構築に時間を要した

と指摘。そのため、▽発熱や呼吸器症状のあるコロナ疑い患者が、普段からかかっている医

療機関で診療を受けられず、直接地域の総合病院を受診するケース▽感染拡大によって自

宅療養や施設療養が必要な人が急増する中、自宅等で症状が悪化して死亡してしまった事

例―などが発生したと総括した。 

 このような課題を踏まえ、有識者会議はかかりつけ医機能が発揮される制度整備を行う

ことが重要だと訴えた。具体的には、かかりつけの医療機関（特に外来、訪問診療等を行う

医療機関）について「各地域で平時より、感染症危機時の役割分担を明確化し、それに沿っ

て研修の実施やオンライン診療・服薬指導の普及に取り組むなど、役割・責任を果たすこと

とした上で、感染症危機時には、国民が必要とする場面で確実に外来医療や訪問診療等を受

診できるよう、法的対応を含めた仕組みづくりが必要だ」と提言した。 

 入院医療機関についても、個々の施設が果たすべき役割が十分に具体化されていなかっ

た点を問題視。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、病床確保や入院調整

の在り方などを含む行動計画が定められていたが、実際の運用では感染症法に基づく「予防

計画」や医療法に基づく「医療計画」との連携ができていなかったと指摘した。 

 その上で、限られた医療資源が適切に配分されるように「各地域で平時より、医療機能の

分化、感染症危機時の役割分担の明確化を図る」ことが重要だとした。また、危機時に医療

機関や医師、看護師等の行動が役割に沿って確実に実行されるよう「法的対応や予防計画・

医療計画の見直しも含めた仕組みづくりが必要だ」とも記した。 

 このほか、次の感染症危機に備えた政府の体制についても言及。医療機関等への行政権限

の強化など危機に迅速・的確に対応するため、司令塔機能の強化が必要だとした。 

 

次の感染症有事に備え「対応の方向性」決定  政府対策本部 2022 年 6月 17 日 

   政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は 17 日、内閣感染症危機管理庁の創設など

を盛り込んだ「次の感染症危機に備えるための対応の方向性」を取りまとめた。岸田文雄首

相は関係大臣に対し、対応の方向性で示した施策について「詳細を検討し、順次成案を得て、
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法律上の手当てが必要なものについては法律案の準備を進めるなど、速やかに具体化の取

り組みを進めるように」と指示した。 

 対応の方向性には、首相の指揮命令を徹底するため、内閣官房に「内閣感染症危機管理庁

（仮称）」を設置し、感染症危機に対する企画立案・総合調整の機能を一体化して強化する

考えを明記。同庁のトップには、新設ポストの「感染症危機管理監（仮称）」を置くことも

決めた。山際大志郎経済再生担当相は同日の会見で、同庁を創設する意義について「指揮系

統が総理に一本化されることにおいて、各役所が動きやすくなる」と説明。同庁で企画立案・

総合調整を行い、各役所が実際の政策を実施すると整理した。 

 併せて、厚生労働省には、平時からの感染症対応能力を強化するため「感染症対策部（仮

称）」を新設する。対策本部の会合後、記者団に説明した厚労省は、感染症対応に関する現

体制について「省内に対策推進本部を設けて一体的に対応しているが、平時は大臣官房、健

康局、医政局、医薬生活衛生局に感染症対応や危機管理に関係する課室がまたがっている状

況だ」と語った。その上で、次の感染症有事に備え、平時から感染症対応能力を強化するた

めに関係課室を統合した組織を設ける意義を強調した。 

 さらに対応の方向性では、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、「日

本版 CDC」を創設することも書き込んだ。 

●都道府県と医療機関での病床提供協定、「法定化する」 

 医療提供体制の強化については、平時に都道府県と医療機関との間で新興感染症等に対

応する病床などを提供する協定を結ぶ仕組みを法定化すると明記した。公立・公的医療機関

等や特定機能病院などについては、「その機能を踏まえた協定を締結する義務を課す」とし

た。同時に、協定に沿った履行を確保するため、▽協定の履行状況の公表▽一定の医療機関

に関する感染症流行初期における事業継続確保のための減収補償の仕組み創設▽特定機能

病院等の承認取り消し―などを具体的に検討すると記した。 

 また、自宅・宿泊療養者等への医療提供体制についても、平時から都道府県と医療機関等

との間で医療の提供（オンライン診療、往診、訪問看護など）や健康観察の具体的な内容に

関する協定を締結し、必要な医療提供体制を確保する仕組みを創設するとした。かかりつけ

医機能の活用も念頭に置きながら、今後具体的な検討が進む見通しだ。 

 

（３）国保部会情勢から 

 

（４）介護・障害者部会情勢から 
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◆協議事項 

 

（１）全国総会に向けて ～ 方針案参照 

① 総会日程の確認 別紙連絡文書参照 

   ■日程案 

    （進行 寺園事務局次長） 

１０時頃 ZOOM 接続開始 

１１時  開会（住江代表委員） 

         メッセージ紹介 

１１時１０分  運動方針案提案、２０１９年度決算報告 

（山口事務局長） 

１１時５５分  ２０１９年度会計監査報告（髙田会計監査） 

１２時     ２０２０年度予算案提案（山口事務局長） 

１２時１０分  休憩 

１３時     質疑（チャットで受け付け） 

１３時１０分  討論 ※事前に発言通告をお願いします。 

               発言 ７分×２０人（予定）         

途中休憩 

１５時５０分  討論のまとめ（山口事務局長） 

            議案承認 

            新役員提案、承認 

            総会アピール提案、承認（林事務局次長） 

            退任・新任役員あいさつ 

１６時３０分  閉会（鎌倉代表委員） 

      

   ■発言について／ 発言通告をお願いします。（別紙参照） 

    別途、発言通告用紙、発言要旨を事務局まで送信ください。 

※発言通告は、７月２５日まで送付ください。 

   ■活動報告／「取り組み報告書」「署名集約書」「１万ヶ所学習会報告書」 

「地域社保協集約一覧」の提出をよろしくお願いします。 

※参加申し込み、発言通告、報告書提出は、７月２５日締め切り 

 

② 総会運動方針案について 別紙 

 

〇運動のすすめ方～「⑦年金」の補強 

⑦公的年金 0.4%削減を中止させ、年金の改善を求める取り組み 
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物価上昇の中で強行された 0.4%の年金削減を中止させる取り組みを年金者組

合などとの共同行動を強化していきます。物価上昇の中でも減額となる現行の

年金改定ルール（マクロ経済スライド）の廃止をはじめとする「年金と雇用 2022

署名」の取り組み、最高裁へ上告した年金引き下げ反対の裁判闘争に年金者組

合と共同し各地で取り組みを広げます。 

 

③ ２０２１年度決算、２０２２年度予算 

 

④ ２０２２年度役員体制案 

 

⑤ 総会アピール案について 

 

（２）いのち暮らし社会保障立て直せ一斉行動 

６月２４日、第１回行動総括会議 

今後の取り組みについての意見交換 

1. 情勢をとらえる学習推進～「骨太方針」、「財政審建議」等のねらいをつ

かむ。個別制度の改悪を進めて社会保障全体のあり方を「全世代型」と

称して「相互扶助」「支えあい」の制度に変質させるもの。 

2. 改憲を許さない闘いとの連携強化。 

軍事費と社会保障財源の課題。 

3. 参議院選挙後に、「骨太方針」、「財政審建議」等のねらいをつかむ集中し

た「幹部学習会（仮）」の開催検討はどうか。 

 ８月１０日（水）１３時半～１７時 全労連会議室を会場に予定する。 

講師は、長友薫輝佛教大学准教授 

学習会は、講義（６０分）、質疑（３０分）、休憩をはさみ、講義（６０

分）、質疑（３０分）と、集中して計画する。 

  4.学習を受けて、今後の行動提起について検討の会議を予定する。 

２０２３年一斉地方選挙、２０２４年の第 8次医療計画、第 9期介護保 

険計画、医療・介護報酬同時改定、第 4次医療費適正化計画（惑星直列）  

を見越した運動提起の検討も必要。 

 

（３）地域医療を守る運動推進集会実行委員会 

1.地域医療をめぐる住民運動実態調査 

調査は、県ごとに調査用紙記入してもらう。 

第１次締め切りは７月末。 

第２次締め切り（９月末）を設けて深めていく。 
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2.地域医療交流運動交流集会について 

〇日程 ２０２２年１１月２３日（水）１３時～１７時半 

〇記念講演について 

  演題 地域医療構想と新ガイドラインについて 

    講師 寺尾正之氏（国民医療総合研究所） 

〇内容案 

記念講演（75 分） 

基調報告（40 分） 

特別報告（60 分） 社保協（岩手） 

意見交換（60 分）で検討 

 

（４）国保改善の取り組み～国保部会報告（７月６日） 

 

（５）介護改善の取り組み～介護障害者部会報告（７月１３日） 

 

（６）７５歳二倍化中止を求める行動 

① ７５歳二倍化中止を求める宣伝行動 

横断幕データ等を活用し、各地の２５日宣伝行動等での開催を呼びかけ 

ます。共同の取り組みとして追求ください。 

 

中央（東京 ２５日宣伝） 

高齢期運動連絡会、年金者組合、医団連、社保協共同 

・日時 ７月２５日（月）１７時～１８時 

・場所 新宿駅東口アルタ前 

 

神奈川 宣伝・署名行動 

・日時 ７月２８日（木）１４時～１５時  

・場所 横浜市伊勢佐木町モールで 

 

京都社保協定例宣伝で取り組み 

・日時 ７月２０日、８月３日、８月１７日 いずれも１８時～  

・場所 四条烏丸  

 

長野県社保協サイレントスタンディング宣伝 

・日時 ７月２５日 
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・場所 長野市、松本市 

 

 

② ２５日宣伝行動の時間に合わせて、２５日１７時よりツイッターデモを

呼びかけます。#７５歳医療費負担２倍化やめて 

 

 

③ ４団体の運動推進会議を７月２７日に予定 

◆参議院選挙後 10.1 に向けての活動と 10.1 以降の取組についての意見

交換 

 ※参議院選挙後 10/1 に向けて中止を求める宣伝行動を引き続き行う 

     ※10/1 の集会の内容、宣伝行動等、知らせる活動を強める。 

 

（７）第４９回中央社保学校開催に向けて 

④ チラシの作成と発送 

７月６日に社保協加盟組織に一定数を、ならびにチラシデータを送付 

⑤ 参加申し込み 

中央社保協ホームページより申し込み 

参加案内を参照し、申し込みシート（エクセル表）に記入して送信  

⑥ 現地実行委員会を７月２７日に予定 
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（８）その他 

①日本高齢期運動連絡会「日本高齢者人権宣言」についての要請 

 日本高齢期運動連肉会は、「日本高齢者人権宣言（案）」の確定に向けて、 

各団体へ検討、意見等を要請し、「第３次草案」についてのＰＤＦ版を発送 

しています。（資料参照） 

 

②第５回いのちとくらしを守る税研集会の開催予定日について 

［開催日］２０２３年１月２８日（土）と２９日（日） 

［会 場］東京土建本部会館 

※中央社保協に引き続き集会実行委員長、ならびに社会保障分科会の担

当の要請あり。 

※事務局長は、東京土建より荒川税理士（不公平な税制をただす会）に

交代 

 

③ これからの主な日程 

７月 １４日（木） 社会保障拡充「４」の日巣鴨宣伝 

          会計監査 

          大運動実行委員会懇談 

   １５日（金） いのち暮らし税研集会実行委員会 

１９日（火） 日本医労連大会（～２１日） 

   ２５日（月） ２５日宣伝（７５歳二倍化阻止） 

   ２６日（火） 滞納処分対策全国会議事務局会議 

   ２７日（水） 第４９回中央社保学校現地実行委員会 

          ７５歳窓口負担２倍化阻止打ち合わせ会議 

          全労連大会（～２９日）    

２９日（金） 代表委員会 

 ８月 ３日（水） 第６６回全国総会 

 

運営委員会次回日程について、 

    ８月３日の全国総会後の運営委員会日程は、以下の通りに予定します。 

 

   ◆２０２２年度運営委員会日程～第一水曜日の開催を基本に設定します 

    ①９月 ７日 

② １０月５日 

③ １１月２日 

④ １２月７日 
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⑤ １月１１日（年末年始のため第二水曜日） 

⑥ ２月 １日 全国代表者会議検討 

⑦ ３月 １日 

⑧ ４月 ５日 

⑨ ５月１０日（大型連休のため第二水曜日） 

⑩ ６月 ７日 

⑪ ７月 ５日 全国総会検討 

※全国代表者会議、全国総会の日程調整の関係で変更あり 

※会場は日本医療労働会館で、オンライン併用で予定します。   
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人権としての医療・介護東京実行委員会 ＮＥＷＳ ＃１４ 

2022.7.1 人権としての医療・介護 東京実行委員会 事務局作成 

 

6 月 30 日、独法化強行にあたって「抗議声明」を発出 

７月１日からの独法化強行に伴って、東京実行委員会は、都立病院の充実を求める連絡会の声明とと

もに、下記声明を都知事、病院経営本部、都議会各会派、都庁記者クラブに届け、改めて抗議の意思表示

をするとともに、今後も都民医療提供体制について監視し、必要な行動をしていくことを表明しました。 

都立・公社病院の地方独立行政法人化強行に抗議するとともに、 

今後東京都が、都民への医療提供後退をさせない事を求めます 

 

小池都知事はコロナ禍渦中に「都立病院廃止条例」などを提案し、都議会は、自民党・公明党・都民フ

ァースト・日本維新の会の賛成多数でこれを認め、7月から都立・公社病院の「地方独立行政法人東京都

立病院機構」への移行が強行されます。 

このことは、１８８９年に養育院が東京府に移管されて以来、１３３年続いてきた公設直営病院の経験

と蓄積がこれで途切れるばかりか、東京都として都民への医療提供の責任が大きく後退することになり

かねない、歴史的な転換といっても過言ではありません。 

私たちは、「職員の技量と経験が蓄積でき、緊急時にも対応できる医療提供体制」「特に採算の取りにく

い行政的医療の継続的提供」といった都直営病院ならではの役割が、地方独立行政法人となれば大きく失

われると危惧してきました。さらに地方独立行政法人では、都民関与が間接的となるとともに採算を重視

せざるを得ず、都直営時に比べて差額ベッド料など保険外での収入増、人件費などの経費減に拍車がかか

り、患者の費用負担が増えることも懸念してきました。こうした観点から私たちは「独法化中止」を求め、

昨年以来知事要請やパブリックコメントへの意見提出、都議会へも４回延べ１８万筆超の請願署名を提

出してきました。署名はその後も寄せられて約２１万筆となっています。 

コロナ禍において都立・公社病院は、全国トップレベルで病床を確保してきたばかりか、精神・小児と

いった民間では困難な患者対応も行うとともに、職員を技術的指導も含めて支援派遣するなど、迅速で柔

軟な対応により、大きな役割を担ってきたことで都直営の利点が実証されました。また平時においても、

無保険患者をはじめ、様々な事情や背景で民間医療機関では対応困難な患者を受け入れ、行政的医療の提

供も含めて患者治療やいのちの最後の砦と都立・公社病院がなってきたのは、医療提供の責任を東京都自

ら自覚し、都民の信頼に応えようとする姿勢の現われに他なりません。こうした都自らの責任と役割を果

たしていく上で、都立・公社病院を地方独立行政法人にしなければならない根拠はどこにあるのか、知事

も議会審議でも合理的な根拠が示されることはありませんでした。 

小池都知事や独法化を追認した都議は、コロナ禍の実践経験に学び、検証することもなく、コロナ禍前

に策定された計画にしがみつき、運営形態の変更という歴史的転換を強行しました。その名が将来、東京

の医療行政、医療提供体制に大きな禍根を残した者として刻まれる事がないよう、「『東京都立病院機構』

の病院では、従来の都立病院・公社病院と同等以上の医療提供をする」と繰り返し述べてきた「公約」通

りの運営が成されるよう、自らの責任として力を傾注することを望むものです。 

私たちも、今後の運営状況をしっかりと監視し、必要な意見を述べていく所存です。 

2022 年 6月 30 日 

人権としての医療・介護東京実行委員会 
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流山市介護職員処遇改善事業開始の背景

厚生労働省によると、第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数は、団塊の

世代が後期高齢者となる２０２５年度は全国で約２４３万人となっており、約３２万人

の介護職員を追加確保する必要があるとされています。

流山市においても要支援・要介護認定者が、年々増加する見込みであり、介護需要が

増えることにより必要となる介護人材の確保が最重要課題であることから、市内の介護

サービス事業所に勤務する職種の中でも、特に賃金の低いとされる介護職員に独自補助

を行い人材確保を図ります。

補助を行うことによって市内介護事業所への就労及び定着に繋げ、質の高い介護サー

ビスを市民に提供することを目的に介護職員処遇改善事業補助金交付制度を創設します。
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処遇改善の内容・対象者

内容

•市内介護保険サービス事業所に勤務する、一定の要件を満たす介護職員に対し
月額９，０００円の補助を行う。（1人あたり年額最大１０８，０００円）

• 介護保険サービス事業所とは、次のいずれかの介護サービスを提供する事業所、施設のこと。
※地域密着型、介護予防を含む
○訪問介護 ○通所介護 ○通所リハビリテーション ○短期入所生活介護 ○短期入所療養介護

○訪問入浴介護 ○特定施設入居者生活介護 ○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設

○認知症対応型共同生活介護 ○認知症対応型通所介護事業所 ○小規模多機能型居宅介護

○看護小規模多機能型居宅介護 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○夜間対応型訪問介護

○介護予防通所介護相当サービス ○介護予防訪問介護相当サービス ○訪問型サービスＡ

• 介護職員とは、身体介護や生活支援を行う職員のこと。
※人員配置基準で介護職員として区分されるもの。
従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表での職種を介護職員（訪問介護員）としているもの

• 国が行っている介護職員への処遇改善とは別の事業であるため、国分の取得状況にかかわらず、
対象者への補助を行う。
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処遇改善の内容・対象者

対象者

• 介護職員の内、介護福祉士の資格を持ち、月１２８時間以上 介護職員とし

て勤務するものとする。

注意事項

• 法人が直接雇用契約を結ぶものに限ります。ただし、派遣社員であっても、派遣元を通じて賃金改善することができ
る場合は、派遣職員に対する賃金改善についても補助対象とすることができます。（派遣元と相談の上、派遣料金の
値上げ等により対応するなど）

• 月１２８時間は、勤務形態一覧表に記載される勤務時間で判定するため、残業時間等は含まれません。

• 有給休暇については勤務時間に含まれます。一方、期間を単位とする休業や法定外休暇については勤務時間に含まれ
ません。 例）勤務時間１２０時間＋有給休暇８時間、計１２８時間・・・対象

• 介護職員と別職種を兼務している場合、介護職員（訪問介護員）としての勤務時間のみで判定します。
例1）管理者として２０時間，介護職員として１２８時間・・・対象
例2）管理者として４０時間，介護職員として１２０時間・・・対象外

• 同一法人内の市内別事業所で介護職員として兼務している場合、複数事業所での介護職員としての勤務時間を合算で
きます。

• 月の途中で入職又は退職した者についても、月１２８時間以上勤務の要件を満たしていれば、補助の対象となります。
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【声明】 

 

国は、相次ぐ生活保護減額処分取り消し判決を受け、控訴をせ

ず、減額した保護費を直ちに支払い、保護世帯を救済せよ 
 

２０２２年６月２５日 

                       全国生活と健康を守る会連合会 

会  長  吉田 松雄 

                        東京都新宿区新宿 5-12-15 

 ＫＡＴＯビル 3 階 

TEL 03（3354）7431 

FAX 03（3354）7435 

 

 東京地方裁判所は６月２４日、東京都内の生活保護利用者３1人が、国が２０１３

年１０月から３年間行った生活保護減額は、生存権を保障した憲法２５条に反すると

して減額処分取り消しと賠償を求めた「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」で、生活保

護法に反するとして、処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡しました。同訴訟の地

裁判決は１１件目で、取り消しは大阪地裁、熊本地裁に次ぐ３件目です。東京地裁で

生活保護基準訴訟を問うた訴訟で勝利したのは、１９６０年の朝日訴訟以来６０年ぶ

りの歴史的な出来事であり、全国２９都道府県の１０００人近い原告がたたかってい

る「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」に、大きな激励となるものです。 

 判決は、「デフレ調整による厚生労働大臣の判断は、その必要性及び相当性の両面

において（略）、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠き、或いは専門的知

見等との整合性を有しないもの」で、「本件改定の結果として及ぼされる影響は重大

である」として、保護減額に係る厚生労働大臣の判断の過程に過誤、欠落があると認

められ、同大臣の裁量権の逸脱、濫用があるとして、生活保護法違反と認定していま

す。 

全生連は、国に、相次ぐ生活保護減額取り消し判決を受けいれ、処分の違法を認め

て控訴を断念し、連続した生活保護引き下げに加え、物価高騰が生活保護世帯の生活

に打撃を与えていることから、直ちに減額した減額処分を受けたすべての世帯に支払

うことを強く要求します。 

全生連は、１３年からの保護減額処分の取り消しを求め、全国１万人審査請求運動

などに取り組み、裁判をたたかってきました。引き続き裁判勝利のために奮闘するも

のです。あわせて、違法な保護減額処分のもととなった安倍政権の新自由主義政策に

対して、参議院選挙で厳しい審判を下し、社会保障削減路線を転換させるために奮闘

するものです。       

 

                 以 上 
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２０２２（令和４）年６月２７日

要 請 書

厚生労働大臣 後 藤 茂 之 様

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団

いのちのとりで裁判全国アクション

生活保護引き下げにＮＯ！全国争訟ネット

２０２２（令和４）年６月２４日、東京地方裁判所民事第５１部（清水知恵子裁判長）

は、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟において、保護費を引き下げた行政処分を取り消す

判決を言い渡した。

本訴訟は、東京都内の生活保護利用者３２名（うち 1 名は死亡）が、国及び各自治体を

被告として、２０１３（平成２５）年８月から２０１５年４月まで３回にわたって行われ

た生活保護基準の引下げを理由とする保護変更処分の取消し等を求めた集団訴訟である。

判決は、上記３回の引下げを理由とする各処分をすべて取り消すというものであった。

同種訴訟は全国２９地裁で提訴されているが、保護変更決定処分の取消しを認容した判

決は、２０２１年２月２２日の大阪地裁判決、２０２２年５月２５日の熊本地裁判決に続

き３件目である。

本判決は、被告側が本件生活保護基準引下げの理由として説明した「デフレ調整」につ

いて、「デフレ調整」の必要性及び物価の変化率による調整を行ったことの合理性につい

ての厚生労働大臣の判断は専門的知見との整合性等を有しない、デフレ調整の起点を平成

２０年としたことの合理性についての被告側の説明は合理的根拠に基づくものとはいえな

い、生活扶助相当ＣＰＩを用いたことは生活保護利用世帯の可処分所得の実質的増加の有

無・程度を正しく評価し得るものといえないとし、引下げの影響は重大であるとした。そ

の上で、本件生活保護基準引下げに係る厚生労働大臣の判断過程には過誤・欠落があり、

その裁量権の逸脱・濫用があったと判断した。

これは、大阪・熊本両地裁に引き続いて、裁判所が厚生労働大臣の恣意的な判断を許さ

ないとの態度を示したものであり、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を具体的に保障するという点において極めて重要な意味を持つものである。

本件生活保護基準引下げから今年８月で丸９年。本訴訟の原告をみても、高齢の原告団

長は亡くなり、病気が悪化して外出できなくなった者もいる。本件生活保護基準引下げに

よって生活への大きな被害を受けた全ての生活保護利用者の被害回復は急務である。

生活保護基準は、ナショナルミニマム（国民的最低限）として生活全般に極めて重大な

影響を及ぼし、格差と貧困が拡大固定化する中で、最後のセーフティネットとなっている。

このような生活保護の重要性に鑑みれば、国は、本判決を真摯に受け止め、生活保護基準

を次々と引き下げてきたこれまでの政策を改めなければならない。

私たちは、国の違法を厳しく断罪した本判決をふまえて、以下のとおり要請する。

記

１ 被告各自治体に控訴しないよう指導し、２０１３年８月の引下げ前の生活保護基準に

直ちに戻すとともに、違法に保護費を下げられた生活保護利用者に真摯に謝罪すること。

２ 生活保護基準の見直しの際には、透明性が確保された再検証可能な方法により、生活

保護利用者の意見を反映させる措置を講じること。

３ コロナ禍の下、生活保護の役割が高まっている状況に鑑み、制度の広報、申請権保障、

扶養照会の廃止、補足性の原理緩和等を通じてその積極的活用を促すこと。

以 上
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第 26回参議院選挙に関する声明 

 

 7月 10日に行われた参議院選挙は、大方の予想通り、自由民主党や日本維新の会が議席

を大幅に増やし、衆議院に続いて参議院でも改憲勢力が議席の 3 分の 2 を超える結果とな

った。かたや立憲野党は、社会民主党が 1 議席を死守する一方で、立憲民主党も日本共産

党も選挙前に比べて議席減となってしまった。 

  

より詳細に見ると、自由民主党が議席を増やしたのは 1 人区を含む選挙区に限られてお

り、比例区ではむしろ 1 議席減らしている。逆に立憲民主党は、比例区では改選議席数を

維持、議席減となったのは 1人区を含む選挙区でのことであった。2016年、2019年と立憲

野党が積み重ねてきた 32の 1人区すべてでの候補者の一本化が今回わずか 11にとどまり、

また、その 11の選挙区でも選挙共闘体制の構築が不十分に終わった結果、勝利できたのは

青森、長野、沖縄の 3県だけに終わった。 

 

2016年に 11議席、2019年に 10議席を 1人区で勝ち取ったことと比較して、野党共闘の

不発が今回の選挙結果に結びついたことは明らかである。各地の選挙区で厳しいたたかい

を最後まで懸命にたたかい抜いた全国の市民連合の皆さんに深い敬意を表するとともに、

立憲野党各党には本格的な共闘への取り組みをまずは国会で一刻も早く再開することを呼

びかけたい。 

 

むろん 1 人区だけでなく、複数区や比例区のたたかい方でも課題は見られた。複数区で

日本維新の会の全国政党化を阻止したのは極めて重要な成果であったが、特に比例区にお

いて立憲野党各党は伸び悩み、日本維新の会や右派小政党に隙を突かれた。これらの課題

は立憲野党だけでなく、私たち市民連合も今一度大きな広がりを作り直していくことが不

可欠であることを示している。 

 

結果としては改憲勢力に 3 分の 2 を許してしまったが、安倍元首相の殺害という重大事

件によって選挙戦が最終盤で大きく歪められてしまったことに加えて、もともと岸田自民

党がいかなる政策も明確に訴えなかったこともあり、9 条改憲や歯止めなき軍事力強化路

線が信任されたとは到底言えない状況である。市民連合としては、自己目的化した改憲の

企てを阻止し、いのちと暮らしを守る政治の実現を求める広範な取り組みを建て直してい

きたい。 

 

2022 年 7月 11日 

安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合 
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（新しい医療証）

（淡いオレンジ色）

医療証をお持ちの方へ子乳
10月１日は 乳・子 医療証の更新日です。

受診の際には、新しい医療証と被保険者証を必ず窓口に提出してください。

【有効期間】令和３年10月１日から令和４年９月30日まで※

乳幼児医療費助成制度乳
・小学校入学前までの乳幼児が対象となります。
・所得制限は区市町村により異なります。
負担者番号
「８８１３２×××」又は「８８１３８×××」

○窓口負担
《通院》負担はありません。
《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。

※【有効期間】６歳児は令和４年３月31日まで

（新しい医療証）

（淡いオレンジ色）

義務教育就学児医療費助成制度子
・小学生、中学生が対象となります。
・所得制限は区市町村により異なります。

負担者番号
「８８１３３×××」、「８８１３５×××」又は「８８１３７×××」

○窓口負担
《通院》負担はありません。
《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。

（新しい医療証）

（淡いオレンジ色）

負担者番号
「８８１３１×××」又は「８８１３４×××」

○窓口負担
《通院》通院１回につき200円（200円未満の場合もあります。）を
　　　　お支払いください。
　　　　調剤及び訪問看護については、負担はありません。
《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。

通院負担
有（200円）・医療証の右上に と表示があります。

※【有効期間】15歳児は令和４年３月31日まで

お問い合わせは、お住まいの区市町村又は東京都福祉保健局まで
東京都福祉保健局保健政策部医療助成課　03−5320−4282（直通）

３
４

10
９

１
30

３
４

10
９

１
30

３
４

10
９

１
30

令和３年７月
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２０２２年度東京都予算に関する要請書 （都民生活要求大運動実行委員会） より 

 

 要請番号   要 請 事 項   回    答  

 第１－１－（３）   子ども医療費助成制度について、

都内自治体間で財政力の違い等

から所得制限や自己負担の有無な

ど要件にバラツキがあり、都民にと

って不公平感があります。都民が

公平な子育て支援を享受できるよ

うにするのは東京都の責任と考え

ます。 

都として入院時の「入院時食事

療養標準負担額」と通院時の一部

負担金、所得制限を撤廃し全区市

町村で中学生までの医療費を完全

無料化してください。 

さらに対象年齢を 18 歳までに拡

充してください。併せて１８歳までの

医療費無料化を国制度として早期

に実現するよう国に要請してくださ

い。 

  回  答（ 福祉保健局 保健政策部部 医療助成課） 

 

 子どもの医療費助成事業の実施主体は区市町村であり、それぞれの自治

体が条例を定め、医療保険の自己負担額を助成している。 

 都は、乳幼児は病気にかかりやすく、親の年齢が一般的に若く収入が低い

こと、また、小中学校の学齢期は人間形成の核となる重要な時期であること

から、子育て推進の一環として、市町村が実施する乳幼児医療費助成事業

及び義務教育就学児医療費助成事業に対し、補助を行っている。都として

は、１８歳まで対象を拡大することは考えていない。 

 また、乳幼児医療費助成制度及び義務教育就学児医療費助成制度は、医

療給付の対象となった医療費の自己負担分を助成する制度であるため、入

院時食事療養標準負担額は制度の対象となっていない。 

 なお、通院時の一部負担金は、医療保険の相互扶助の精神や他の医療費

助成制度を総合的に勘案し、義務教育就学児医療費助成制度において、設

定している。 

 一方、子どもの医療費については、国に対して毎年、乳幼児医療費の患者

一部負担金の割合を現行の２割から更に軽減するとともに、対象年齢を義務

教育終了まで拡大するよう提案要求している。 
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令和4年6月21日 特別区長会会長緊急記者会見資料 

高校生等医療費助成 区と都の調整経過 

 

 特別区（東京23区）は、高校生等医療費助成について、令和５年度から所得制限、

自己負担金を設けずに事業を実施することを前提とします。 

なお、実施にあたり、提案した東京都とは、財源のあり方を含め、引き続き協議す

ることとしました。 

 

（これまでの経緯） 

○ 令和４年１月に、東京都が、子どもの医療費助成の対象を中学生までから高校生

までに拡大する旨を発表した。この時点で、都からは、事業の実施主体である区市

町村への事前の協議はなかったため、発表後、令和４年１～５月の特別区長会にお

いて、東京都と協議を進めてきた。 

高校生等医療費助成事業に対する補助について、都からの当初の提案では、 

（１） 現行の小中学生の医療費への助成を参考として、所得制限及び通院におけ

る一部負担を設けたうえで、経費の負担割合については東京都と区市町村で

1/2ずつとする。 

ただし、事業開始想定年度である令和５年度からの３年間、事務費も含め

負担割合を東京都が2/2負担する 

（２） 事業実施後４年目以降（令和８年度以降）の取扱いについては、今後協議

していく 

旨の説明があったが、財源負担等について、特別区側と意見が折り合わず、議論

は平行線を辿った。 

 

○ 令和４年６月１６日の特別区長会において、東京都から、「４年目以降の財源や、

所得制限及び自己負担など財政面の取扱いについて、各区市町村の事業実施の状況

や課題等も踏まえながら、協議していく場を設けていく」旨の説明が改めて行われ

た。 

東京都の説明を受け、特別区長会として、 

（１） 令和５年度から事業を実施するため、４年目以降の財源等については、東

京都との協議を継続することとし、一旦、東京都の提案を了承する 

（２） 特別区としては、「所得制限なし・自己負担なし」の完全無償化で事業

を実施するが、都の補助金で賄えない財源については、都との４年目以降の

財源等の協議が整うまでの間は、特別区が自主財源で負担する 

旨の方針がまとめられた。 
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2 

 

 

子どもの医療費の助成事業 

事業の実施主体は区市町村。特別区においては、乳幼児医療費助成（マル乳）及び

義務教育就学児医療費助成（マル子）は、自主事業として実施している。 

一方、市町村については、東京都が中学生までを対象として、子どもの医療費への

1/2補助を実施している。 

都の市町村に対する補助スキームでは、所得制限を設けるとともに、小中学生にお

ける通院１回200円（上限）の自己負担を前提としている。一方、全ての特別区と一

部の市町村では、所得制限及び自己負担を「なし」として中学生までの医療費を無償

化している。また、自主事業として高校生世代まで無償化している自治体も一部ある。 
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（所得制限、自己負担なし）

① ② ③

 高校生等医療費助成事業補助 財源状況のイメージ 

財源状況のイメージ

財源（都提案）
（令和5～7年度）

都補助2/2 自主財源で負担

財源（都提案）
（令和8年度以降）

都補助1/2
自主財源で負担

（引き続き協議する予定）

都補助事業部分 上乗せ部分

（所得制限、一部自己負担あり）

（16億円） （16億円） （13億円）

影響額については、都試算数値
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自治体名 乳幼児 小・中学生 高校生など 入院時の食事代 所得制限
千代田区 ○ ○ ○ × 所得制限なし
中央区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
港区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
新宿区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
文京区 ○ ○ × × 所得制限なし
台東区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
墨田区 ○ ○ × × 所得制限なし
江東区 ○ ○ × × 所得制限なし

品川区 ○ ○
△入院は助
成対象

○ 所得制限なし

目黒区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
大田区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
世田谷区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
渋谷区 ○ ○ × × 所得制限なし
中野区 ○ ○ × × 所得制限なし
杉並区 ○ ○ × × 所得制限なし

豊島区 ○ ○ ×
△乳幼児は助成

対象
所得制限なし

北区 ○ ○ ○ × 所得制限なし
荒川区 ○ ○ × × 所得制限なし
板橋区 ○ ○ × × 所得制限なし
練馬区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
足立区 ○ ○ × × 所得制限なし
葛飾区 ○ ○ × × 所得制限なし
江戸川区 ○ ○ × ○ 所得制限なし
八王子市 ○ △ × × 所得制限なし

立川市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに同一生計配偶者(70歳以上の者
に限る)または老人扶養親族がいる場合
は、1人につき6万円加算した額。ただし、
小学校就学前までは所得制限なし。

武蔵野市 ○ ○ × × 所得制限なし

乳幼児・子どもの医療費助成制度
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自治体名 乳幼児 小・中学生 高校生など 入院時の食事代 所得制限
乳幼児・子どもの医療費助成制度

三鷹市 ○ △ × ×

中学生は所得制限あり。扶養親族等の数が
0人の場合、所得制限限度額は622万円。
以降1人増えるごとに38万円を加算した
額。所得には一定の控除あり。さらに老人
控除対象配偶者または老人扶養親族がいる
場合は、1人につき6万円加算した額。小学
生までは所得制限なし。

青梅市 ○ △ × × 所得制限なし
府中市 ○ ○ × × 所得制限なし

昭島市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。未就学児については、所得制限
なし。

調布市 ○ △ × ×

中学生のみ所得制限あり。扶養親族等の数
が0人の場合、所得制限額は622万円。以
降1人増えるごとに38万円を加算した額。
70歳以上の同一生計配偶者および老人扶養
親族がいる場合は、1人につき6万円加算し
た額。税法上の控除がある場合は所得額に
考慮できるものもあり。

町田市 ○ △ × × 所得制限なし

小金井市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに70歳以上の同一生計配偶者また
は老人扶養親族がいる場合は、1人につき6
万円加算した額。小学校6年生までは所得
制限なし。

小平市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。小学校就学前は所得制限なし。
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自治体名 乳幼児 小・中学生 高校生など 入院時の食事代 所得制限
乳幼児・子どもの医療費助成制度

日野市 ○ ○ × ×

小学生以上は、扶養親族等の数が0人の場
合、所得制限限度額は630万円。以降1人
増えるごとに38万円を加算した額。所得に
は一定の控除あり。さらに老人控除対象配
偶者または老人扶養親族がいる場合は、1
人につき6万円加算した額。小学校就学前
までは所得制限なし。

東村山市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに同一生計配偶者(70歳以上の者
に限る)または老人扶養親族がいる場合
は、1人につき6万円加算した額。小学校就
学前は所得制限なし。

国分寺市 ○ △ × ×

2022.10まで小学校4年生以上は、扶養親族
等の数が0人の場合、所得制限限度額は
622万円。以降1人増えるごとに38万円を
加算した額。所得には一定の控除あり。さ
らに老人控除対象配偶者または老人扶養親
族がいる場合は、1人につき6万円加算した
額。小学校3年生以下は所得制限なし。

国立市 ○ △ × ○

中学生は所得制限あり。扶養親族等の数が
0人の場合、所得制限限度額は622万円。
以降1人増えるごとに38万円を加算した
額。所得には一定の控除あり。さらに同一
生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老
人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円
加算した額。

福生市 ○ △ × × 所得制限なし

狛江市 ○ △ × ×

2022.10まで小学校3年以上は、扶養親族等
の数が0人の場合、所得制限限度額は622
万円。以降1人増えるごとに38万円を加算
した額。所得には一定の控除あり。さらに
老人控除対象配偶者または老人扶養親族が
いる場合は、1人につき6万円加算した額。
10月以降は小学生まで所得制限なしに拡
大。

32



自治体名 乳幼児 小・中学生 高校生など 入院時の食事代 所得制限
乳幼児・子どもの医療費助成制度

東大和市 ○ △ × ×

小・中学生は、扶養親族等の数が0人の場
合、所得制限限度額は622万円。以降1人
増えるごとに38万円を加算した額。さらに
老人控除対象配偶者(70歳以上の同一生計
配偶者)・老人扶養親族がいる場合は、1人
につき6万円加算した額。所得には一定の
控除あり。小学校就学前は所得制限なし。

清瀬市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。

東久留米市 ○ △ ×
△0歳児は助成

対象

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。

武蔵村山市 ○ △ × ○

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。小学校就学前までは所得制限な
し。

多摩市 ○ △ × × 所得制限なし

稲城市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに同一生計配偶者(70歳以上の者
に限る)、または老人扶養親族がいる場合
は、1人につき6万円加算した額。小・中学
生は所得制限あり、小学校就学前は所得制
限なし。

羽村市 ○ △ × × 所得制限なし
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自治体名 乳幼児 小・中学生 高校生など 入院時の食事代 所得制限
乳幼児・子どもの医療費助成制度

あきる野市 ○ △ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。小学校就学前は所得制限なし。

西東京市 ○ △ × × 所得制限なし
瑞穂町 ○ △ × × 所得制限なし
日の出町 ○ ○ ○ × 所得制限なし
檜原村 ○ ○ ○ × 所得制限なし
奥多摩町 ○ ○ ○ × 所得制限なし
大島町 ○ ○ × × 所得制限なし
利島村 ○ ○ ○ × 所得制限なし
新島村 ○ ○ ○ × 所得制限なし
神津島村 ○ ○ ○ × 所得制限なし
三宅村 ○ ○ ○ × 所得制限なし
御蔵島村 ○ ○ × × 所得制限なし

八丈町 ○ ○ × ×

扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限
度額は622万円。以降1人増えるごとに38
万円を加算した額。所得には一定の控除あ
り。さらに老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加
算した額。

青ヶ島村 ○ △ × ？ 所得制限あり
小笠原村 ○ △ × × 所得制限あり

△：通院は自己負担200円 ×：対象外。自己負担が必要です
「マンションくらし研究所」「厚労省R２年度乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」等より作成
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2022 年 7月 日 

各団体 御中 

生存権裁判を支える東京連絡会 

 

新生存権裁判 東京訴訟 公正な審理を求める要請書へ 

８～９月で集中的に署名のご協力のお願い 
 

日頃より貴団体のご奮闘に敬意を表します。 

 

全国で３０件の集団訴訟で闘われている新生存権裁判において、６月２４日、東京地裁は原告（はっさく

（八朔）訴訟という）勝利の判決を下しました。これまでに地裁判決の出された 11 訴訟のうち大阪地裁、熊

本地裁に続いて３件目の原告勝訴となりました。 

東京地裁では、はっさく訴訟に続く後発の訴訟が係争中となっており、この裁判でも勝利を勝ち取るこ

とは、全国の新生存権裁判を大きく励ますとともに、社会保障の切下げに歯止めをかける画期となる意義

を持つものです。世論を喚起し、多くの注目が集まっていることを東京地裁に示す「公正な審理を求める

要請書」への署名にぜひ、ご協力ください。 

 

勝訴判決では、生活保護基準額を大幅に引き下げた改定は、生活保護基準部会における専門的知見

との整合性を正しく踏まえておらず、多くの生活保護利用世帯が購入することのないデジタルテレビやパ

ソコンなどの大幅な値下がりを保護基準引下げの根拠とした「デフレ調整」など、統計等の客観的な数値

等との合理的関連性を欠き、厚生労働大臣の判断の過程に過誤・欠落があり、裁量権を逸脱・濫用して

おり生活保護法に違反するとして、引き下げ処分の取り消しを命じました。 

厚生労働省は2013年8月から2015年4月までの1年9ヶ月で、生活保護基準を平均で6.5％、最大で

10％の引下げを行い（削減額 670億円）、生活保護利用者の96％の世帯が削減されるという前例のない

引下げを行いました。この背景には、生活保護バッシングの風潮を広げ、自民党が野党だった2012年12

月の衆議院選で、「生活保護給付水準の10％引き下げ」を公約に掲げたことがあります。政治の都合で生

活保護基準を恣意的に引き下げることは許されないことを示した意味でも勝利判決は重要な意義を持つ

ものと考えます。 

生活保護基準はナショナル・ミニマムとしての役割を持ち、最低賃金や就学援助制度、住民税の非課

税限度額、保険料や医療費等の減免の基準となり、生活保護利用者のみならず国民・市民の生活にも大

きな影響を与えるものです。 

東京地裁第２陣の裁判において、原告の実情や最後のセーフティーネットの役割を果たすべき生活保

護行政の役割に鑑み、徹底した審理と公正な判断を下されることを強く求める署名へのご協力をお願い

いたします。 

 

１．東京地裁宛 「公正な審理を求める要請書」への署名にご協力ください。 

署名は毎回の口頭弁論日に提出します。次回弁論は、10 月 27 日ですので、10 月 20 日までに事

務局へ集約ください。詳しい裁判の争点については、「いのちのとりで裁判全国アクション」のチラシを

活用下さい。 
 

＜問合せ・連絡先＞ 新生存権裁判を支える東京連絡会 

東京都豊島区南大塚3-51-2 大塚斎藤ビル1階 電話 03(5960)0266<都生連> 

 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館6階 電話 03(5395)3165<東京社保協> 
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東京地裁民事第３部担当裁判長 殿 
 

新生存権裁判 東京訴訟（生活保護基準引下げ違憲訴訟） 

公正な審理を求める要請書 

 
厚生労働省は２０１３年８月から２０１５年４月までの１年９ヶ月で、生活保護基準を

平均で６．５％、最大で１０％の引下げを行いました（削減額 ６７０億円）。生活保護利

用者の９６％の世帯が削減されるという前例のない引下げです。 

このことは生活保護基準部会における検証結果を正しく踏まえておらず、基準部会など

専門家による吟味を一切経ておりません。また、多くの生活保護利用世帯が購入すること

のないデジタルテレビやパソコンなどの大幅な値下がりを保護基準引下げの根拠とした

「デフレ調整」が誤っていることは、大阪地裁判決でも認められました。 

生活保護を利用する方の生活実態は、食事の回数や惣菜の量を減らす、風呂の回数を減

らす、友人などとの付き合いを減らすなど厳しい生活がさらに厳しくなっています。これ

は国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国に対してその努力を義務づけて

いる憲法２５条に明確に違反したものです。 

生活保護基準はナショナル・ミニマムとしての役割を持ち、最低賃金、就学援助基準、

住民税非課税基準、保険料や医療費等の減免の基準の基にもなっています。 

貴裁判所におかれましては、原告の実情やこのような状況を踏まえ、徹底した審理の中

で、公正な判断を下されることを強く求めます。 

 
  

お 名 前 ご    住    所 

  

  

  

  

  

※個人情報は適切に管理し、署名提出以外の目的では使用しません 
 

新生存権裁判を支える東京連絡会 
〒170－0005 東京都豊島区南大塚３－５１－２ 大塚斎藤ビル１階 
電話 ０３（５９６０）０２６６ FAX ０３（５９６０）０２６８ 
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都道府県社保協各位 

国民健康保険料（税）等の調査のお願い 
２０２２年７月５日 

中央社会保障推進協議会 

事務局長 山口一秀 

  

日ごろのご奮闘に敬意を表します。 

 第２期国保運営方針の下、高すぎる国保料（税）の実態は改善されないまま、保険料水

準の統一、法定外繰入の解消に向けて、目標年度を掲げさせるなど、各都道府県で推し進

められています。 

中央社保協では、政令指定都市、中核都市、県庁所在地の国保料（税）などについて、

調査をお願いすることとしました。 

２０２１年度・２０２２年度の国保料（税）などについて、添付した調査一覧表に記入

し、ご報告をお願いします。 

 

記 

 

（１）国保料（税）について 

政令指定都市、中核都市、県庁所在地の２０２１年度・２０２２年度の国保料（税）

について、次のモデルケースの保険料（税）年額を調査し、ご報告ください。 

   以下の４ケースの国保料（税）について別紙一覧表に記入ください。 

№ モデルケース ２０２１年度 ２０２２年度 

１ 夫婦(40歳代)・子ども（中学生１・高校生１）の

４人世帯、所得 200万円(妻の年収０） 

(２割軽減世帯) 

  

２ 夫婦世帯(70歳代)、所得 80万円(妻の年収０） 

(５割軽減世帯) 

  

３ 単身世帯(70歳代)、所得 0円 

(７割軽減世帯) 

  

４ 単身世帯(70歳代)、所得 100万円 

(軽減なし世帯) 

  

 

（注１）医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計を記入してください。 

（注２）資産割がある自治体の場合、資産税額は０円で算出してください。 

 

 ※政令指定都市、中核都市、県庁所在地の計８６市の調査です。 
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（２）資格証明書の発行状況について、各都道府県の資格証明書の発行をやめた自治体名

を、別途調査一覧表に記入ください。２０２１年４月時点、２０２２年４月時点およびそ

れ以前に発行をやめた自治体名を記入ください。発行をやめた理由について、備考欄に、

記述ください。 

 

（３）報告期限 

２０２２年８月末をめどに集約します。 

◆第一次集約 ７月２２日（金） 

◆第二次集約 ８月３１日（水） 

中央社保協アドレス k25@shahokyo.jp まで、送信ください。 
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２０２２年〇月〇日 
東京都〇〇区・市議会議長 〇〇 〇〇 殿 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇   
〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
  〇〇 〇〇 

※各自治体の議員団と懇談など行い、有効な方法を検討してください。 
 

新型コロナウイルス感染に伴う 
介護事業所への減収補填を国や東京都に求める請願 

 
 新型コロナウイルス感染症対策にご尽力いただいていることに対し敬意を表します。 
 新型コロナウイルス感染症は 2020 年 1 月の日本での初感染確認から２年以上が経過し、2021 年 12 月
より始まったオミクロン株による第６波もいまだに収束の気配が無く、感染者数は高止まりの状態が続
いています。この間介護事業所では、感染防止対策を強化してきていますが、それでも陽性者が発生し、
介護施設ではクラスターの発生が相次いでいます。 

一旦、陽性者が発生すると、感染拡大を防ぐため、長期間、新規の利用者の受入中止や休業を余儀なく
されます。また、入所施設では、職員の感染者や濃厚接触者の発生で体制がひっ迫し、入所者のケアを維
持するために他の事業所をやむをえ得ず休業して人員体制を確保することもあり、法人全体の経営に影
響を及ぼしています。法人によってはひと月で数百万から数千万円規模の大きな減収となっています。
また、収束後も風評被害などで利用者数がなかなか戻らない状況が続いています。 

介護事業所に対しては、感染予防のためのかかり増し経費や、陽性者を施設内で介護し続けたときの補
助はありますが、上記のやむを得ない事情による減収を補てんする仕組みが無く、経営に深刻な影響が
出ています。コロナウイルスとの戦いも２年以上となり、このままでは介護事業所の経営が成り立たな
くなります。日本の社会活動を支える介護体制を崩壊させない為、介護事業所への財政支援をお願いし
たく、下記の事項について強く要望いたします。 
 
 

記 
 
1. 介護事業所に対して、陽性者やクラスター発生時のやむを得ない休業や利用者減による減収への補て
んを行う制度の創設を国や都に求める意見書をあげて下さい。 
 

以上 
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１０月１５日(土)
１０時(9時半開場)～１６時

日時

場所

講義１：「全世代型社会保障制度
改革の意図するもの(仮題)」

唐鎌 直義(佐久大学特任教授)

昼食休憩：昼食は各自でお願いします（会場周辺に店舗あり）

講義２：「直営病院をなくした
東京都政の現状(仮題)」

安達 智則(東京自治問題研究所主任研究委員)

運動経験交流：

各地域、団体より

けんせつプラザ東京
＆ オンライン

(裏面地図)

資料代 500円(会場参加のみ)

内容
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けんせつ
プラザ東京
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７月２５日１７時から、新宿東口アルタ前で、７

５歳以上の医療費窓口負担２倍化中止を訴える宣

伝行動が取り組まれ、４２人が参加しました。 

コロナ感染が爆発的に拡大する中、署名や配布は

せず、横断幕やプラスターを掲げ、ハンドマイクで

訴えました。 

 保険医団体連合会の住江さんは、戦後の復興に力

を尽くした高齢者に過酷な負担を強いる２倍化を

国民の声で中止させようと呼びかけ、日本の労働分

配率の低さ、大企業の異常な内部留保、ＯＥＣＤ内

最下位の税による再配分効果を批判し、政治、経済

の抜本的転換を訴えました。 

 高齢期運動連絡会の菅谷さんは、２倍化は命にか

かわる！政治は運動のあとをついてくる！と述べ、 

署名・宣伝に取り組み、内閣・国会に声を届け、集

会に参加しようと運動への参加を訴えました。 

 新生存権裁判の原告は、多くの制度に影響を与え

る生活保護引き下げ反対の運動への支援を訴える

とともに、「母がいる、高齢者の負担増は息子として

ほっておけない」と述べました。 

 日本医療労働組合連合会の鎌倉さんは、コロナの

中、政府の空港検疫緩和など感染対策に逆行する施

策、病院減らし、医師などの数の抑制を批判し、窓

口２倍化は受診控えに追い打ちをかけると訴えま

した。 

 年金者組合東京都本部の小澤さんは「消費税下げ

たら年金３割カットだ」などと言い放つ政府への怒

りを述べ、軍事費２倍化すれば世界第３位の軍事大

国になる、一方で７５歳以上の医療費負担をふやす

など高齢者に亡くなってくれと言うようなものだ

と批判しました。 

 全日本民主医療機関連合会の山本さんは、国の社

会保障敵視を批判。７５歳以上の医療費窓口２倍化

は、早期診断早期治療に逆行すると指摘。軍事費５

兆円増やすというが、５兆円あれば医療費窓口無料

も、大学授業料無料も、学校給食費無料も実現でき

ると訴えました。 

 最後にマイクをとった全労連の前田さんは、かつ

て高齢者の医療は無料だった。今、下げるどころか

２倍にする。年金も下げる。これらへの若者の怒り

こそが止める力になると話し、アベ国葬、軍事費２

倍化を批判、軍事費増やすなら社会保障に回せと訴

えました。 
 

 高齢者のもとに、９月末までしか使えない健康保

険証が郵送さ

れてきました。

高齢者の怒り

を結集し、最

後まで２倍化

中止をめざし

て闘います。 

 私たちの運

動で、医療費

窓口２倍化に

ストップをか

けましょう。 

【速報】 ２０22/7/２5 

東京高齢期運動連絡会 

tokyo.koureiki@gmail.com 

豊島区南大塚３－４３－１３  

スミヨシビル３F 

０３－５９５６－８７８１ 
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「日本高齢者人権宣言」を決定するためのとりくみをすすめよう 

                              ２０２２年６月１３日 

日本高齢期運動連絡会 代表委員会・事務局会議 

同 運営委員会 

  

この間の討議を踏まえて、起草委員会より「第 3 次草案」が提出されました。「第３次草

案」は前文でコロナパンデミックとロシアの軍事侵略という情勢と日本が自助・共助が強要

され、権利否定の公助が基本とされ、人権侵害とはく奪が深刻化しているという現状認識を

明記し、そのうえで、改めて「人権保障の意味」について日本国憲法も踏まえわかりやすく

明文化しています。また、高齢者に保障される人権２３項目について、討議を反映していま

す。日本高齢期運動連絡会はこの「第３次草案」を５月１４日総会で決定し、この「第３次

草案」をもとに「日本高齢者人権宣言」を決定するための全国的な討議を呼びかけました。 

「日本高齢者人権宣言」は今後の日本の高齢期運動の理念と目標になるものです。そして、

宣言は日本高齢期運動連絡会の総会で決定するものです。したがって、この宣言を高齢期運

動連絡会の構成団体と構成員が自らのものとしていくための討議を大切にしていく必要が

あります。その高齢者の置かれている現状と要求、運動に引き寄せて討議を深めていく必要

あります。この取組を通じて「宣言」を根付かせ、運動を前進させる原動力にしていきまし

ょう。 

 

1）すべての構成団体は「第３次草案」を討議に９月までにこの草案を「日本高齢者人人権

宣言」として確認するか、さらに検討・修正していくのか、機関会議で意思決定しましょう。 

２）そのために、「第３次草案」を読み合わせ、高齢者の現状と要求、運動課題について討

議しましょう。大事なことは、講師からの学習にとどまらず、「第３次草案」をしっかりと

読み、討議することです。「第３次草案」はこの間の策定委員会の努力で、理解しすい文章

になっています。この間、学習会も各地で開かれ参加者も多くいます。その参加者が討議の

イニシアチブを発揮して裾野を広げていきましょう。 

３）日本高齢期運動連絡会代表委員会・事務局会議は９月までのとりくみの全国的到達を踏

まえて、さらに起草委員会に草案検討を委託するのか、日本高齢期連絡会臨時総会を開催し、

宣言を決定するかどうか、日本高齢者大会 in 京都でのとりくみについて判断します。 

                                      以上 
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全労連
介護・ヘルパーネット

〒113-8462
文京区湯島２-４-４ 全労連会館4階 TEL：03-5842-5611

署名用紙はコチラから▶
http://www.zenroren.gr.jp

（兆円）
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2022.7

介護保険制度の改善を求める署名にご協力ください

―― 政府のねらう介護保険改悪※

要介護１・２の訪問介護やデイサービスの保険外し
コロナ禍の中で明らかになった訪問介護・デイサービスの重要
性。介護保険サービスから外すなんて。

利用者の７割を占める高齢女性の約８割が年収
���万円以下です。処遇改善加算は利用料に上
乗せするのではなく国が負担してください。

介護の予算が少なすぎる
利用者に
これ以上の

負担はムリ！

介護に未来を！未来を！人手不足
解消のカギは

軍備 よりも介護の充実を

2000

2,911

2021

6,014
（円）

（年）

2倍!!
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

��年で
保険料は倍に！

処遇改善は国の責任で

さらなる改悪
ケアプラン有料化 ケアプラン料金が毎月負担に。

自己負担原則２割に!? 利用料が倍になるなんて。

※２０２０年秋の厚生労働省の審議会で次期の制度
　見直しの検討課題とされました。

政府は５年かけて防衛費を今の
倍にするといっていますが、�.�兆
円あれば介護労働者���万人の月
収を��万円引き上げられます。

防衛費
5.4兆円

倍増！？
5年で

2022年度
国家予算総額107兆5964億円

介護職員不足で施設閉鎖も!!

一人夜勤をなくして
政府は見守りセンサー導入による
夜勤の配置要件引き下げを進めて
います。過去には一人夜勤中に
職員が倒れて亡くなり、朝まで発見されない事態も起
こっています。
一人夜勤では利用者の安全も職員の健康も守れません。
複数配置を基本として介護報酬の引き上げが必要です。

防衛費を２倍に引き上げるって？

介護
3.6兆円

全産業平均よりこんなに低い！

若い人が介護の仕事を長く続けることが
できないのは賃金が低すぎるから。

厚労省：「令和3年賃金構造統計基本調査」一般労働者の決まって支給される現金給与額
 （残業手当含む。税・社会保険料天引き前）

募集をかけても
応募者が
集まらない　

介護で働くすべての労働者の賃金を
全産業平均以上に

介護職員
（医療・福祉）

全産業
平　均 年間賞与 87万5,500円

年間賞与 52万800円

月給 33万4,800円

月給 25万600円

賃金 人員配置と
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中央社会保障推進協議会（社保協）
全日本民主医療機関連合会（民医連）
全国労働組合総連合（全労連）
　東京都文京区湯島2-4-4　全労連会館４階
　（TEL） 03-5842-5611　（FAX） 03-5842-5620

202　 年　　月　　日

介護保険制度の改善を求める請願署名
介護する人・受ける人がともに大切される制度へ

　介護保険は施行22年を経過しました。しかし必要なサービスを利用できない実態が広がっており、家族
介護を理由とした介護離職も高止まりです。介護事業所では、深刻な人手不足と、低い介護報酬のもとでの
経営難が続いており、コロナ禍はこうした事態をいっそう加速させています。
　政府は、2023年通常国会に向けて介護保険見直しの検討を進めています。利用料２割・３割負担の対象
者拡大、要介護１、２のサービス削減、ケアプラン作成への自己負担導入、補助杖などの福祉用具の貸与か
ら購入への変更など、負担増と給付削減の提案が目白押しです。利用者と事業者双方にさらなる矛盾、困難
を押しつけるものであり、認めることはできません。
　2022年２月から新たな介護従事者の処遇改善が開始されています。しかし全産業平均給与との差を埋め
るには程遠い水準であり、ケアマネジャー、訪問看護師、福祉用具相談員などが対象から外されているなど
職場に混乱と分断をもちこむ内容です。10月からは介護報酬に組み込むとされており、新たな利用料負担
が発生します。また、政府はテクノロジー機器の導入と引き替えに、職員の配置基準を大幅に引き下げよう
としています。人手不足を解消し、行き届いた介護を実現するためには、介護報酬を引き上げ、処遇を改善し、
介護従事者を大幅に増やして、一人夜勤をなくし複数にすること、人員配置基準の引き上げこそ必要です。
　コロナ感染対策強化として、検査・ワクチン体制の整備、在宅・施設での陽性者・クラスター対応への支援、
事業所に対する公費による減収補填などが求められます。
　利用者、介護事業所・従事者が直面している困難の早急な打開と、介護保険制度の立て直しが急務です。
経済的な心配をせず、必要な時に必要なサービスを利用、提供できる制度への転換を求め、以下請願します。

１ 介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引き上げ、要介護１、２の生活援助などの保険はずし、ケア
プランの有料化、貸与の福祉用具を購入に変更するなどの見直しを行わないこと

２ 全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均水準まで早急に引き上げること。介護従事者を大幅
に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

３ 利用者が安心して介護を受けることができ、介護事業所・従事者が不安なく介護を提供できるよう、新型コロ
ナウイルス感染症対策を強化すること

４ 介護保険料、利用料、食費・居住費などの負担軽減、介護報酬の改善など、介護保険制度の抜本的な見直しを
行うこと。介護保険財政における国庫負担の割合を大幅に引き上げること

氏　　名
都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

住　　所

請願項目

※この署名は、国会、関係省庁に提出する以外に使用しません

（2022年７月）

衆議院議長　殿
参議院議長　殿

（※氏名・住所は、名字など同じ場合でも略式「〃」ではなく、フルネームでお書き下さい）

〈取扱団体〉  
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変えよう！人を大切にする制度へ
����年（第��回）全国介護学習交流集会

～利用者・家族の人権保障、介護労働に正当な評価を～

　介護保険スタートから��年、「介護の社会化」、「自己選択と決定の介護保険」とうたわれて始まった制度は、相次ぐサービ
スの削減と利用料引き上げで、必要な介護サービスを受けることすらおぼつかないものになりつつあります。介護を必要
とする人と家族、事業者、従事者、どの立場でも、一刻も早く立て直さねば介護が崩壊してしまうというのが共通の実感
となっています。にもかかわらず政府は、次期改定で、さらなる改悪を予定しています。
　「老後不安社会」からの転換をめざし、政府の介護制度見直し（改悪）の内容をつかみ、憲法にもとづく介護保障の実現、
介護労働が正当に評価される社会にむけ決起の場となる学習交流集会にします。

11:00～15:55（開場10:30予定）日時

●講演Ⅰ

2022.10/30
介護労働の専門性について考える
篠崎良勝さん

公益社団法人　認知症の人と家族の会・副代表兼埼玉県支部代表
厚労省社会保障審議会介護保険部会委員

聖隷クリストファー大学准教授

花俣ふみ代さん
●講演Ⅱ

●中央社保協　介護保険制度の抜本改革提言(案)
●運動交流/参加者からの発言/行動提起/集会宣言など

次期改定に向けた介護保険部会の動き

日

会場 平和と労働センター・全労連会館２階ホールなど
〒���-����　東京都文京区湯島２-４-４　TEL ��-����-����
最寄り駅　JR「御茶ノ水」駅・千代田線「新御茶ノ水」駅・丸ノ内線「御茶ノ水」駅（徒歩�分）

オンライン参加は以下のQRコード、URLから

雑誌『かいごの学校』初代編集長。介護職の専門性を具体的に「見える化」から「見せる化」し、
より良い雇用や地位の向上に貢献する介護教育者。����年生まれ茨城県出身。筑波大学大学院
修了。主著に『介護労働学入門―ケアハラスメントの実態を通して』『どこまで許される？ホー
ムヘルパーの医療行為』（いずれも一橋出版）など

Zoom ウェビナー
https://onl.sc/jahViXc

参加無料
配信あり！

YouTube
https://onl.sc/db83US1

・Zoomは事前登録制です。登録したメールアドレスに案内メールが送られます。
・会場参加の定員は２階ホール���人程度です（他に第２会場��人、第３会場��人）。

またコロナ感染拡大状況によって完全オンラインになる場合があります。中央社保協のHPで
お知らせしますので参加前に確認を。

主催：����年全国介護学習交流集会実行委員会（事務局：中央社保協、全日本民医連、全労連）
連絡先：全労連介護・ヘルパーネット　　文京区湯島２-４-４全労連会館４階　TEL ��-����-����

銀座線
末広町駅

蔵前橋通り

東京
ガーデンパレス

ファミリー
マート
ファミリー
マート

順天堂
病院
順天堂
病院

本郷通り
湯島聖堂東京医科歯科

大学病院
東京医科歯科
大学病院

丸ノ内線
御茶ノ水駅
丸ノ内線
御茶ノ水駅

至 東京／秋葉原至 新宿
神田川

丸の内線

みずほ
銀行
みずほ
銀行

平和と労働
センター・
全労連会館

大江戸線
本郷三丁目駅

 JR 御茶ノ水駅
千代田線
新御茶ノ水駅
都営新宿線
小川町駅
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